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旧角違小中学校 土地・建物 所管替えについて

１ 概要

場 所 ： むつ市大字城ヶ沢字流道１４ 旧角違小中学校

土 地 ： むつ市大字城ヶ沢字流道１４番６０ １６,８０３㎡

建 物 ： 校 舎 小学校 ７７０㎡（昭和４０～４２年建設）

中学校 ５５４㎡（昭和４０～４２年建設）

体 育 館 １６５㎡（昭和４０年建設）

物 置 ６６㎡（昭和４０年建設）

２６㎡（昭和３２年建設）

教員住宅 ８５㎡（昭和４２年建設）

計 １，６６６㎡（全て木造）

売却予定先 ： 一般社団法人陽だまりの会（むつ市旭町）

２ 経緯

平成２０年 角違小中学校 閉校

令和 元年１０月 施設経営戦略課【むつ市有財産利活用民間提案制度】にて複

数施設公募。

一般社団法人陽だまりの会より旧角違小中学校活用について

提案

令和 ２年 ２月 提案について選定委員会にて評価をし、提案の採択を決定

令和 ２年１０月 旧角違小中学校廃棄物処分業務委託にて校舎内の残物を処分

令和 ３年 ４月 当該土地（教育財産）を普通財産として市に所管替え予定

令和 ３年 ５月 一般社団法人陽だまりの会へ売却予定

-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



 



議
案
第
三
号 

参
考
資
料 

-13-



旧川内宿野部小学校 校長住宅の用途廃止について

１ 概要

場 所 ： むつ市川内町宿野部榀木平５６番地１３

旧川内宿野部小学校 校長住宅

土 地 ： むつ市川内町宿野部榀木平５６番地１３の一部 ２８２㎡

建 物 ： 建 物 木造平屋 ８２．８０㎡（平成１４年建設）

２ 現状等

当該教職員住宅は、平成１４年度に建築されたが、宿野部小学校が平成１９年

度末に第一川内小学校との統合によって閉校となったことから、教職員住宅と

しての役割を終えており、１０年以上入居者がいない状況である。

３ 今後の対応

用途廃止により普通財産として市に所管替えしたい。
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    概  要
　　場　所　：　むつ市川内町宿野部榀木平５６番地１３　
　　　　　　　　旧川内宿野部小学校　校長住宅
　　土　地　：　むつ市川内町宿野部榀木平５６番地１３の一部　２８２㎡
　　建　物　：　建　　物　木造平屋　　８２．８０㎡（平成１４年建設）

キッチン

洗⾯所
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居 間
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⽞関
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No.1

旧川内宿野部校長住宅

外観（正面）

※2021年4月撮影

No.2

旧川内宿野部校長住宅

外観（裏）

※2021年4月撮影

No.3

旧川内宿野部校長住宅

玄関

※2021年4月撮影

余白

余白

余白
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No.4

旧川内宿野部校長住宅

車庫

※2021年4月撮影

No.5

旧川内宿野部校長住宅

風呂

※2021年4月撮影

No.6

旧川内宿野部校長住宅

便所

※2021年4月撮影

余白

余白

余白
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No.7

旧川内宿野部校長住宅

キッチン

※2021年4月撮影

No.8

旧川内宿野部校長住宅

居間

※2021年4月撮影

No.9

旧川内宿野部校長住宅

和室

※2021年4月撮影

余白

余白

余白
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むつ市部活動指導員設置要綱

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日

むつ市教育委員会告示第３号

（目的）

第１条 この要綱は、むつ市教育委員会（以下「教育委員会」という。）において、

むつ市立中学校（以下「中学校」という。）におけるスポーツ、文化、科学等に

関する教育活動に係る技術的な指導を行うむつ市部活動指導員（学校教育法施行

規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７８条の２に規定する部活動指導員をい

う。以下「部活動指導員」という。）の勤務条件等について、むつ市会計年度任

用職員設置要綱（令和２年むつ市告示第６０号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めることを目的とする。

（配置）

第２条 教育委員会は、校長の求めに応じて、支援の必要性を勘案し、部活動指導

員を配置する。

２ 部活動指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書（様式第１

号）により教育委員会に申請するものとする。

（報酬）

第３条 部活動指導員の報酬は、勤務１時間につき１，６００円とする。

（勤務日及び勤務時間）

第４条 部活動指導員の勤務日は、月曜日から金曜日までについては週４日、土曜

日及び日曜日についてはいずれか週１日を原則とし、校長が定める。

２ 部活動指導員の勤務時間は、年間２１０時間以内で、土曜日、日曜日及び祝日

（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。

以下同じ。）を除いた日は１日当たり２時間程度、土曜日、日曜日及び祝日は１

日当たり３時間程度を原則とし、４週間を超えない期間につき、１週あたり１１

時間以内、１日につき７時間４５分を超えない範囲とする。

３ 校長は、業務運営上必要があると認める場合は、部活動指導員の勤務日及び勤

務時間の割振りを変更できるものとする。

（勤務状況の報告）

第５条 校長は、所属する部活動指導員の勤務状況を勤務状況報告書（様式第２
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号）により、報酬の計算期間の翌月の５日までに教育長に報告するものとする。

（研修）

第６条 部活動指導員は、次に掲げる事項に関して、研修を受けるものとする。

(1) 学校教育における部活動の位置づけや教育的意義

(2) 部活動の目標や活動方針

(3) 生徒の発達段階に応じた指導

(4) 適切な練習時間や休養日の確保

(5) 生徒の安全確保や事故発生時の対応

(6) 生徒の人格を傷つける言動や体罰の禁止

(7) 服務の遵守

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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サルの動向参考資料

１ むつ市における農作物被害状況の推移について

平成３０年度…被害額 ￥６１９，５８１ 被害戸数７０戸

令和 元年度…被害額 ￥８７４，０８８ 被害戸数４２戸

令和 ２年度…被害額 ￥５８３，２５２ 被害戸数４８戸

２ 下北半島に生息する群数、個体数

平成３０年度…群数６９群 ２，６３５頭+α

令和 元年度…群数７０群 ２，７０２頭+α

令和 ２年度…群数７１群 ２，７９６頭+α

サルの捕獲頭数

文化庁申請分 市教委申請分

捕獲
一時捕獲

許可 捕獲 （殺処分）
期間 年度

頭数 頭数 許可 捕獲 許可 捕獲

頭数 頭数 頭数 頭数

第１次第二種 H27.7～ H28 58 3
271 91

計画期間 H29.6

H29 58 12

H29.6～
303 95 H30 58 3

R元.6
第２次第二種

計画期間 R元 58 5

R元.9～
230

R3.6 R2 56 5

合計 750 186 0 0 288 28
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む教総第１６８号

令和３年４月１６日

各 小 中 学 校 校 長 様

むつ市教育委員会

教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

児童生徒が欠席した際の指導要録上の取扱い（運用変更）

令和２年５月２１日付けむ教総第４８３号「児童生徒が欠席した際の指導要録上の

取扱い」にて各学校宛てに通知していた児童生徒が欠席した際の指導要録の記載につ

いて別添のとおり改めましたので、指導要録記載の際にご活用ください。

【担当】

事務局総務課

総務・学務グループ

TEL 22-1111（内線･3116）

FAX 22-1488
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児童生徒が欠席した際の指導要録上の取扱い（運用変更）

令和２年５月２１日付けむ教総第４８３号「児童生徒が欠席した際の指導要録上の

取扱い」にて、指導要録の記載につきましてお示しさせていただいたところでござい

ますが、今般、文部科学省において策定している「新型コロナウイルス感染症に対応

した持続的な学校運営のためのガイドライン」が改訂されたことに伴い、本市におけ

る取扱いの一部を次のとおり変更させていただきます。

指導要録上の取扱いが変更されるケース

「保護者が『出校させる事により、子に感染リスクがある』と判断して出校させなか

った場合」

【現行】

『出席停止・忌引等の日数』として算定。

備考欄への記載『新型コロナウイルス感染拡大防止措置（保護者からの要請）』

【今後の対応】（４月１９日から）

（１）生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家族

に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合

など、合理的な理由があると判断できる場合

対応

『出席停止・忌引等の日数』として算定し、対応する。

備考欄への記載『新型コロナウイルス感染拡大防止措置（保護者からの要請）』

（２）上記以外の場合

対応

『欠席』として算定し、対応する。

【備考】

「同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がな

い場合」について判断する者は「校長」とされておりますが、必要に応じてご相談

くださるようお願いいたします。

【担当】

事務局総務課

総務・学務グループ

TEL 22-1111（内線3116）

FAX 22-1488
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修学旅行の実施における考え方について

令和2年度の修学旅行の実施にあたっては、教育委員会より「県内において日帰りもしくは1
泊程度の宿泊」ということで方針を示したところである。

青森県内外を問わず、感染者は全国的に発生しており、現状において修学旅行を実施する
場合の考え方を以下に示す。

１．問題点
① ワクチンの供給量や供給時期が不透明であり、感染の収束が見通せない。

② 修学旅行先の決定時と実施時で感染状況が異なる場合がある。
修学旅行の目的地について、決定した時期と実施する時期によって、感染者の発生

状況に違いがあることが予想される。

③ オリンピック・パラリンピックの開催により、実施時期が限られる。
東京オリンピック・パラリンピックの開催により、全国的な人の移動が予想されることから、

宿泊施設の確保など、時期または目的地によっては実施にも影響することが予想される。

２．前提条件
① 直前まで訪問先の感染状況の把握に努める。

毎週各学校に送信している「1週間の新規感染者数の推移」等により、感染状況を確
認の上、長期的に感染者が少ない地域等を目的地としていただきたい。

感染者多数発生地域はもちろん、平均的に高水準で推移している地域につい
ても不可とする。

② 実施について保護者からの理解を求める。
目的地や移動手段の変更等により、金額の増減もあることを理解してもらう。

キャンセル料の補填については、基本的に行わない。
保護者には変更や中止等によるリスクについて十分理解してもらう。

R３.４.1３ 教育委員会
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３．修学旅行実施にあたっての教育委員会方針
【考え方】

現時点では多くの学校において、東京方面や北海道・仙台周辺などの地域への修学
旅行を計画している。県内外を問わず全国的に感染者が発生している状況下において、
長期的な視点で感染状況を把握した上で実施することが望まれる。

① 目的地、時期等については各学校の判断とする。
ただし、状況によっては教育委員会からの指示等もあり得る。

各学校で判断していただくことになるが、実施までの過程において目的地の感
染状況により、直前においても予定変更となる可能性について、保護者への説
明を行い、理解を求めることが重要である。

② 感染予防対策を十分に行う。
令和2年度に実施した修学旅行と同様に、感染予防対策を十分に行った上で実施し

ていただきたい。

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や「旅
行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の
手引き」等を参照し、感染予防対策に努める。

R３.４.1３ 教育委員会
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む教総第１６９号
令和３年４月１６日

各 小 中 学 校 校 長 様

むつ市教育委員会
教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

教育実習生の受入に係る方針について

今年度における教育実習生の受入について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から注意を必要とすることから、取扱いを次のとおりとしますので御確認の上御対
応をお願いいたします。
なお、本方針の前提といたしまして令和３年１月１２日付けむ教総第２１５４号に

て各学校にお示しさせていただきました「市教育委員会からの通知に係る今後の考え
方について」に記載しております「県外在住者との接触」の制限事項の取扱い等につ
きましても併せて御留意ください。

記

○教育実習生の受入方針
教育実習を予定している学生に対し、次の事項について対応を求めること。

○感染者多数発生地域（人口１０万人当たりの１週間感染者数が１５．０を超えて
いる都道府県）から来市する場合は、教育実習開始の１４日以上前に来市し、か
つ、他者との接触を避けること。

○３７℃以上の発熱等、風邪の症状が見られるといった体調不良の場合は、無理に
出校せず、自宅にて静養すること。

○来市前１４日間及び教育実習期間において検温の実施、体調管理の徹底をするこ
と。（教育実習生体調等管理簿を作成してありますので、必要があれば御活用く
ださい。）

○みだりに外出せず、自らが感染しない、感染させないという当事者意識をもって
行動すること。

○実習校の校長の指示を遵守すること。

※上記に掲げる方針のほか、各学校が独自に定める方針等がございましたら教育実
習生に対し通知していただき、双方の合意のもとで教育実習生を受け入れていた
だきたく存じます。

以上

【担当】
総務課
総務・学務グループ 工藤・関
TEL 22-1111（内線3110･3116）
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む教総第１７３号
令和３年４月１６日

各 小 中 学 校 校 長 各位

むつ市教育委員会
教育長 阿 部 謙 一

（公印省略）

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた対外試合等に関する対応について

日頃より、校長各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力いただき厚く
感謝申し上げます。
今般、青森県内では感染経路不明の感染者が大きく増加し、多くのクラスターの発生と新たに

変異株を有する症例も確認され、感染の拡大が危惧されております。
現在、むつ下北地域においては、学校関係者の感染はこれまで確認されていない状況にある

ものの、県内の感染状況を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための当面の対
策として、５月５日（水）までの間における部活動等での対外試合等の対応につきましては、下記
のとおりご対応くださるようよろしくお願いいたします。

記

１．対外試合の禁止
原則として、むつ下北地域以外の他校との試合（練習試合を含む。）及び合宿（学校単独で

行うものを含む。）を禁止すること。
ただし、中学校体育連盟等の団体が主催または共催する公式戦については、事前に主催者が

講じる新型コロナウイルス感染防止対策や会場となる地域（都道府県、市町村）の感染状況及
び対応制限等を確認し、慎重に判断した上で参加できることとする。
また、参加に当たっては、主催者及び事務局の留意事項に従うとともに、万全の感染防止対策

を講じること。
なお、スポーツ少年団等の任意の団体については、上記の内容に準じた形（上部の大会に通

じるような公式戦への参加等）で対応するよう各団体に要請する。

【参加する際は】
① 毎日こまめな健康チェックをし、体調不良の場合は、参加しないこと。
② 競技（運動）の合間や更衣室ではマスク等を着用すること。
③ 声援、指示など大声を出さない。
④ 公共交通機関利用後やエレベーター等不特定多数の人と共用する箇所に触れた場合は、
すぐに手洗いまたはアルコール消毒を行うこと。
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⑤ 更衣室等、換気の不十分な場所での長時間の滞在を避けること。
⑥ マスクを外した状態での会話は避けること。
⑦ マスクを外す飲食の場面では、特に注意し、３密にならないよう十分な距離を確保し、なる
べく場所等工夫すること。

【試合後は】
２週間（平均的な潜伏期間である５～６日は特に）は、毎日検温し、健康観察を徹底することと
し、体調不良の場合は、自宅で療養し、気にかかる症状等があれば、かかりつけ医※に相談し、
指示を仰ぐこと。
※ かかりつけ医がいない、相談先がわからない場合は、県コールセンターに問い合わせるこ
と。

２．練習等活動時の留意事項
（１） 密集場面の回避

多くの人数が密集する場面で感染リスクが高まると言われていることから、更衣室等も含め
て、人数制限を設けるなど密集しないようにすることともに、換気を徹底すること。

（２） 場面の切り替わり時のリスク回避
練習メニューが変わる場面やミーティング、食事の際に、生徒が密接しないよう距離を取り、

大声を出さないこと。

３．外部人材の活用について
外部人材（日常的に指導に当たっている者を除く。）の来校等による直接の指導は原則禁止

とし、必要な場合は、映像配信、オンライン等により実施すること。

以上

【担当】
むつ市教育委員会総務課 工藤
TEL 22-1111（内線3110）
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